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１章 総則                                                     

 

◆計画策定の目的 
⼤規模災害が発⽣した場合において、外部機関への迅速な応援要請と円滑な調整や応援の受け⼊

れを⾏い、効果的に災害業務を遂⾏するため、「豊橋市受援計画」（以下、「本計画」という。）
を策定する。 

 

◆対象とする支援の範囲 
災害発⽣時に⾏われる外部からの⼈的及び物的⽀援を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆適用要件と期間 
災害発⽣時に⼈的または物的資源が不⾜する場合は、本計画に基づき応援要請を⾏うなど受援を

開始する。 

 

 

 

 

 

本計画における受援の期間としては、１カ⽉程度までを対象とする。 

 

人的支援 

地 方 公 共 団 体  自 衛 隊  

警 察 ・ 消 防 機 関  医 療 機 関  

災 害 時 応 援  
協 定 締 結 団 体  

 ボ ラ ン テ ィ ア  

そ の 他 の 団 体  

豊 

橋 

市 

物的支援 

国 ・ 県  
プ ッ シ ュ 型 ・ プ ル 型  

義 援 物 資  
災 害 時 応 援  

協 定 締 結 団 体  

・ 市 域 に お い て 震 度 ６ 弱 以 上 の 地 震 を 観 測 し た と き  
・ 市 域 に 大 津 波 警 報 が 発 表 さ れ た と き  
・ 風 水 害 に よ る 被 害 が 発 ⽣ し 、 本 部 ⻑ （ 市 ⻑ ） が 応 援 要 請 の 必 要 性 を 認 め た と き  
・ そ の 他 、 本 部 ⻑ （ 市 ⻑ ） が 応 援 要 請 の 必 要 性 を 認 め た と き  
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２章 受援対象業務                                          

◆応援が必要になると予想される業務を事前に抽出 
⼤規模な災害発災時にあっても優先して実施すべき業務として、「豊橋市役所地震対策業務継続

計画」に規定された非常時優先業務と連動させ受援対象業務を事前に抽出する。 
 

◆受援対象業務 
⼤規模災害発⽣後、どのような被害状況でも応援が必要と考えられる主な業務を示す。 
【発災〜24 時間以内】・・・⼈命救助最優先の業務、医療救護活動、応急復旧の技術的⽀援など 
【24 時間以降】・・・避難所運営、応急危険度判定、罹災証明発⾏など 
【72 時間以降】・・・⽣活再建⽀援 
 

◆応援業務マニュアルの作成・⾒直し 
応援要請に従って⽀援に来た職員が業務を迅速にスタートさせ、限られた短時間において効率よ

く業務を遂⾏できるよう応援業務マニュアルを整備しておく。 

３章 受援体制                                                 

◆ 受 援 に 対 す る 役 割 と 体 制  
○ 災 害 対 策 本 部 事 務 局 に 「 受 援 調 整 班 」 を 設 置 し 、 受 援 状 況 の 把 握 、 と り ま と め を ⾏ う  
○ 災 害 対 策 本 部 の 各 対 策 部 ・ 班 に 業 務 ご と の 受 援 窓 口 と な る 「 受 援 担 当 」 を 設 置 す る 。  
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４章 受援の流れ                                               

◆人的支援の受け入れ 
○発災〜72 時間程度は、広域応援部隊（警察・消防・自衛隊等）からの受け⼊れを示す。 

 

◆ 受 援 調 整 班 が 応 援 要 請 を ⾏ う 場 合  

 

 

 

 

 

 

 

◆ 各 受 援 担 当 が 応 援 要 請 を ⾏ う 場 合  

 

 

 

 

 

 

◆物的支援の受け入れ 
物的⽀援の受け⼊れや輸送については、物資⾷料班が担当するが、物資の保管状況及び協定事業

者への要請状況などは、受援調整班に報告することで⼀元的に情報の集約を⾏う。 

 

《情報伝達の流れ》 

 

 

 

 

報 告  
物 資 ⾷ 料 班  受 援 調 整 班  

物 資 調 達 要 請  
（ 輸 送 依 頼 ）  

（ 輸 送 実 施 ）  
物 資 調 達 了 承  

国 ・ 県  
プ ッ シ ュ 型 ・ プ ル 型  

災 害 時 応 援  
協 定 締 結 団 体  

義 援 物 資  

【 72 時 間 程 度 〜 １ か 月 程 度 】  

・愛知県を通じた応援要請 

・中核市災害相互応援協定 
（横須賀市・尼崎市）など 

【 72 時 間 程 度 〜 １ か 月 程 度 】  

・消防、医療、水道など関係機関や
企業と協定やルールを定めている
場合 

〇72 時 間 程 度 〜 １ か 月 程 度 は 、 受援調整班が応援要請する場合のみでなく、事前に協定等で
応援要請のルールが決まっている場合についても、受援調整班に情報が集約されるよう、具体的
な手順を示す。 
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５章 輸送ルートの確保                         
◆輸送ルートを確保するための道路啓開 

災害時における道路の復旧は、当該道路管理者によって⾏うことを原則とし、本市は市道を中⼼
に緊急点検と道路啓開を⾏う。また、国・県と連携し道路啓開を⾏う優先順位の決定や隣接市へ通
じる道路啓開について検討するものとする。 

そのほか、必要に応じて空路・海路を活⽤するための拠点まで道路啓開を⾏う。 
 

６章 燃料供給の確保                    
◆災害時における燃料の優先供給や燃料の調達 

災害時に燃料を優先供給する⾞両や施設を定めとともに、燃料の優先供給を受けるための手順を
整理する。 

 
【災害応急対策に従事する⾞両】・・・⾏政機関、医師医療関係の⾞両など 
【業務継続が必要な施設（自家発電設備）】・・・市役所、消防署、警察署など 
  

７章 支援に係る計画                       
◆被災自治体から応援要請があった場合の本市における対応 

  被災自治体への職員・物資の派遣要請、職員等の派遣手配、職員等の派遣、派遣終了までの流れ
や⽀援に係る費⽤負担の考え方を整理する。 

 

８章 受援⼒強化に向けた取り組み                               
◆計画の策定・更新に係る PDCA サイクルのイメージ 
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